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示

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
分
県
母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
二
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

　
　

大
分
市
大
津
町
二
丁
目
一
番
四
十
一
号

　
　
　

一
般
財
団
法
人
大
分
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

　
　
　
　

理
事
長　

髙　

柳　

美　

子

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

　

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

指
定
年
月
日

種

類

題　
　
　
　
　
　
　
　

名

制

作

社

名

又
は
配
給
社
名

指

定

理

由

令
二
・　
　

　

四
・
二
一

映

画

大
人
の
同
級
生　

さ
せ
子
と
初
恋

オ
ー
ピ
ー
映
画
　

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

熟
女
６
人　

し
び
れ
る
股
間

新
東
宝
映
画

〃

〃

全
裸
現
場　

ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
の
作
り
方

新
東
宝
映
画

〃

〃

ピ
ン
ク
・
ゾ
ー
ン
２　

淫
乱
と
円
盤

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

あ
る
女
教
師
・
緊
縛

新
東
宝
映
画

〃

〃

ス
ナ
ッ
ク
あ
け
み　

濡
れ
た
後
に
は
福
来
た
る

オ
ー
ピ
ー
映
画

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
五
月
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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二
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
字

沖
ノ
田
五
〇
一
番
二
か
ら

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺
字

西
方
下
二
九
二
三
番
二
地
先

ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

一
四
・
五

　

～　

八
・
〇

メ
ー
ト
ル

三
九
七
・
〇

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

県
道
三
重
停

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
字

沖
ノ
田
五
〇
一
番
二
か
ら

一
四
・
五

（
告
示
）
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二

車
場
線

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺
字

西
方
下
二
九
二
三
番
二
地
先

ま
で

後

Ａ
　

～　

八
・
〇

三
九
七
・
〇

分
を
い

う
。

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
字

高
市
一
七
一
番
七
か
ら

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺
字

西
方
下
二
九
二
三
番
二
地
先

ま
で

Ｂ

二
〇
・
〇

　

～　

六
・
二

三
九
六
・
一

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
五
月
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
山
袋
久
々
姥
線

宇
佐
市
大
字
山
下
字
福
ノ
神
七
九
番
地
先
か
ら

宇
佐
市
大
字
山
下
字
前
田
二
五
二
番
二
ま
で

令
二
・　

五
・　

八

○
公
　
　
　
　
　
告

　

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
実
施
す
る
。

　
　

令
和
二
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

試
験
の
日
時

　
　

令
和
二
年
八
月
四
日
（
火
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら

二　

試
験
の
場
所

　
　

大
分
市
千
代
町
三
丁
目
三
番
八
号

　
　
　

学
校
法
人
平
松
学
園　

大
分
短
期
大
学

　
　

注　

今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
や
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
外
出
自
粛
要
請
等

　
　
　

の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
試
験
の
延
期
・
中
止
又
は
会
場
の
変
更
な
ど
緊
急
連
絡
事
項
を
お
知
ら
せ
す

　
　
　

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
大
分
県
福
祉
保
健
部
薬

　
　
　

務
室
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
令
和
二
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
つ
い
て
」
に
掲
載
し
ま
す
の
で
、

　
　
　

適
宜
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

三　

試
験
の
種
類

　

１　

一
般
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

　

２　

農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

　

３　

特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

四　

試
験
科
目

　

１　

筆
記
試
験

　
　

㈠　

毒
物
及
び
劇
物
に
関
す
る
法
規

　
　

㈡　

基
礎
化
学

　
　

㈢　

毒
物
及
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行

　
　
　

規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
毒
物
及
び
劇
物
、
特
定
品
目
毒
物

　
　
　

劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
同
規
則
別
表
第
二
に
掲
げ
る
劇
物
に
限
る
。
２
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
　
　

の
性
質
及
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法

　

２　

実
地
試
験

　
　
　

毒
物
及
び
劇
物
の
識
別
及
び
取
扱
方
法

五　

提
出
書
類

　

１　

受
験
願
書
（
大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
又
は
各
保
健
所
（
保
健
部
）
に
備
え
付
け
た
も
の
）　

正

　
　

副
各
一
通

　

２　

履
歴
書
（
受
験
願
書
（
正
）
の
裏
面
に
印
刷
の
も
の
）　

一
通

　

３　

戸
籍
抄
本　

一
通

　

４　

写
真
（
左
記
の
条
件
を
満
た
す
も
の
）　

一
枚

　
　

㈠　

受
験
願
書
提
出
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈡　

正
面
、
上
半
身
、
無
帽
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈢　

縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈣　

裏
面
に
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。

六　

書
類
の
提
出
先

　

１　

県
内
居
住
者
（
郵
便
に
よ
る
申
込
み
は
、
受
け
付
け
な
い
。
）

　
　
　

住
居
、
勤
務
地
等
を
所
管
す
る
保
健
所
（
保
健
部
）

　

２　

県
外
居
住
者
（
郵
便
に
よ
る
申
込
み
も
受
け
付
け
る
。
）

（
告
示
・
公
告
）



令
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二
年
五
月
八
日

大
分
県
報

三

（
公
告
）

　
　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号
（
郵
便
番
号　

八
七
○
―
八
五
〇
一
）

　
　
　
　

大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室

七　

受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

　

１　

受
付
期
間

　
　
　

令
和
二
年
六
月
八
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
九
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除

　
　

く
。
）
。
た
だ
し
、
郵
便
に
よ
る
申
込
み
は
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

　

２　

受
付
時
間

　
　
　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

八　

受
験
手
数
料

　
　

一
万
五
百
円
（
受
験
願
書
提
出
の
際
納
入
す
る
こ
と
。
）

九　

そ
の
他

　

１　

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
（
保
健
部
）
又
は
大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
に
問

　
　

い
合
わ
せ
る
こ
と
。

　

２　

受
験
願
書
を
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
郵
便
番
号
及
び
宛
先
を
明
記
し
百
二
十
円
切
手
を
同
封
す

　
　

る
こ
と
。

　

３　

応
用
化
学
に
関
す
る
学
課
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
既
に
資
格
取
得
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
が
あ

　
　

る
の
で
、
最
寄
り
の
保
健
所
（
保
健
部
）
又
は
大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。


